
南部浄化センター洗煙排水汚泥収集運搬及び処分業務委託仕様書 

 

１ 業務概要 

南部浄化センターにおいて、稼働していた汚泥焼却施設にて生じた水銀含有汚泥（以下

「産業廃棄物（汚泥：水銀含有ばいじん等）」という。）について、「廃棄物の処理及

び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）」（以下「法令」という。）に基づ

き、適正に収集運搬及び処分する。 

 

２ 履行期間 

契約締結日から令和１０年（２０２８年）３月１９日まで 

 

３ 履行場所 

熊本市南区元三町４丁目１番１号 

 

４ 処分を委託する産業廃棄物（汚泥：水銀含有ばいじん等） 

 名称 重量 

１ 汚泥（※含水率90％程度 水銀濃度25mg/kg程度） １９８トン程度 

 

５ 義務及び責任 

・業務実施の際は、産業廃棄物管理票制度に従い、適正に履行すること。 

・受託者は、本業務の履行にあたり、法令を遵守し、産業廃棄物（汚泥：水銀含有ばい

じん等）の処分の完了まで、安全かつ適正に実施する責任を負う。 

・受託者は、委託者から委託された産業廃棄物の収集・運搬及び処分業務を他人に委 

託してはならない。ただし、委託者の書面による承諾を得て法令の定める再委託の 

基準にしたがう場合は、この限りではない。 

 

６ 収集・運搬 

・産業廃棄物（汚泥：水銀含有ばいじん等）の処分場までの収集・運搬は受託者が準備 

すること。 

 ・産業廃棄物（汚泥：水銀含有ばいじん等）の収集・運搬業務を行うものが、ピット内 

清掃を行うこと。 

・車両は産業廃棄物専用許可車両であること。 

・汚泥の飛散、臭気の発散、脱離液の漏洩等がなく適正に運搬できる構造の車両を使用し 

臭気飛散措置を講ずること。 

・汚泥の運搬に際しては、汚泥以外の異物が混入しないよう、必要な措置を講ずること。 

 

７ 処分 

 ・収集した産業廃棄物（汚泥：水銀含有ばいじん等）は、法令に基づき安全かつ適 

正に処分すること。 



 

８ 作業内容 

・受託者は洗煙排水調整槽内から水銀含有汚泥の回収及び槽内清掃を行うこと。槽内か 

らの汚泥回収及び清掃に必要な機材（車両などを含む）及び資材（梱包容器などを含 

む）を準備すること。 

 ・回収した水銀含有汚泥及び作業に伴い発生した付着物などの一時保管場所（場内） 

までの運搬及び保管に際し必要な資材の準備をすること。 

 ・作業に伴い発生した洗浄廃水及び付着物も適正に処分すること。 

 ・積込に際し重機が必要な場合は受託者が準備すること。 

・受託者は、委託者の搬出場所から収集・運搬した産業廃棄物（汚泥：水銀含有ばいじ 

ん等）の処理・処分までの業務を安全、確実、適正に行うこと。 

・受託者は、委託者から発生する汚泥を受け入れる前に、計量証明事業者又は計量 

検定済みの計量器により汚泥の計量を行うこと。運搬量及び処分量は、その際発 

行された計量票により処理するものとする。なお、計量に関する費用はすべて受 

託者の負担とする。 

・受託者は、電子マニフェストのJWNETに加入し、電子マニフェストシステムを利用 

して管理し、受け渡し確認票は必要に応じて受託者が用意すること。 

 

９ 提出書類 

受託者が、委託者に提出すべき書類は次のとおりとし、提出部数は各１部とする。 

(1)着手届及び業務工程 

(2)責任者及び作業者届 

(3)実施計画書及び有資格者等一覧 

(4)業務完了届 

(5)報告書（実績表等） 

(6)写真帳 

(7)その他必要と認める書類 

 

１０ 債務負担契約 

・本業務は、債務負担行為に係る契約であり、各会計年度における支払予定額は、業務委託 

料相当額に次の率を乗じた額を予定している。 

    令和8年度（2026年度） 50 ％  

    令和9年度（2027年度） 50 ％ 

・委託者は、予算の都合上その他必要があるときは、支払予定額を変更することができる。 

 

１１ 部分引渡し 

・受託者は成果物の部分引渡しとして、令和９年３月１９日までに中間報告書を委託者に提 

出したうえ業務の完成を通知し、契約会計年度内（令和９年３月３１日まで）に検査を行 

う。 

・成果物の提出については、９提出書類.(4)～(7)のとおりとする。 

 

 



 

１２ その他 

・業務工程については、委託者と打合せの上、その指示に従うこと。 

・本業務の履行において、市民に対し迷惑、不快となるような言動は厳に慎むこと。 

・受託者は、本業務履行にあたり、他の業務との別を明確にし、本業務以外の運搬物 

を混載しないこと。 

・本委託業務において、本仕様書及び設計書に明記していない事項について疑義を生 

じた場合には、受託者は委託者と協議の上、適切な対応を施すものとする。 
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（2）南部浄化センター平面図

（3）南部浄化センター洗煙排水調整槽（平面図）
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